
令和２年度高知県一般会計補正予算の専決処分について

令和２年４月 30 日

総務部財政課

１ 補正予算の趣旨

新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡大防止対策や経済的な影響を最小限に食

い止め、雇用の維持と事業の継続を図るため、早急に対策を講じる必要から、地方自

治法第 179 条第１項の規定により専決処分したもの。

２ 専決処分日 令和２年４月 30 日（木）

３ 補正予算額 4,952,462 千円

(補正後の一般会計予算額 469,242,443 千円)

４ 補正予算の内容

【歳出】

１ 感染予防、感染拡大防止 4,081,504 千円

＜主な内容＞

・ 休業等要請協力金 1,500,000 千円

・ 療養施設運営委託料 589,900 千円

・ 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 585,769 千円

・ 保健衛生用品等の県による一括購入 372,151 千円

２ 情報発信、相談体制の整備 32,323 千円

＜主な内容＞

・ 新型コロナウイルス健康相談センター運営費 24,912 千円

３ 経済影響対策 838,635 千円

＜主な内容＞

・ 生活福祉資金貸付事業費補助金 480,000 千円

・ 中小企業に対する資金繰り支援 249,750 千円

・ 介護福祉機器等導入支援事業費補助金 106,038 千円

合 計 4,952,462 千円



【歳入】

・ 一般財源 1,207,344 千円

・ 国庫支出金 3,107,528 千円

・ 寄附金 3,000 千円

・ 繰入金 129,223 千円

・ 諸収入 505,367 千円

合 計 4,952,462 千円

【債務負担行為】

・ 中小企業制度金融貸付金の保証料補給 2,547,450 千円

・ 新型コロナウイルス感染症対策資金の利子補給 2,619,600 千円

合 計 5,167,050 千円


